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　災害救助法適用又はこれと同等以上の被害であると認められる場合
で消防局長が必要と認めた場合
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現場調査

　口頭による「承認」

　不備が認められる場合は安全対策を指導

事前協議

事前届出 　「震災時等における危険物の仮貯蔵・仮取扱い等の事前届出書」

保管 　専用ファイル作成［整理番号簿（別添５）　整理票（別添６）］

災害発生

フローチャート

本申請 　危規則第２条(様式第1号)により手数料（5,400円）を添えて２部提出

再申請 　再承認（３月まで繰り返し承認可）

　各署協議／予防課協議（危険物施設）

運用適用

電話等受付

仮貯蔵・仮取扱い開始


